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1. はじめに

多くの先進諸国において，公共的サービスを提供する

上で，ボランタリー組織は欠くことのできないサービス

資源になりつつある1)．ボランタリー組織には，NPO，

NGOのみならず，極めて多様な形態があり，それを厳

密に定義することは極めて困難である．近年各地で，さ

まざまな都市・交通政策に関する社会実験や心理学的

な施策を導入する試みが実施されているが，それらの政

策を実施するにあたりボランタリー組織が重要な役割を

担っている場合が少なくない．さらに，多くの「まちづ

くり活動」において，ボランティア組織が重要な役割を

果たしている事例は数多い．わが国では，ボランタリー

組織を「新たな公」と呼ぶことがあるが，ボランタリー

組織に従来の「官民協働」の枠組みに囚われない新しい

タイプの行政・市民パートナーシップを推進する役割が

期待されている．

多様な形態をとるボランタリー組織ではあるが，１）

組織という枠組みに拘束されない，２）自主的・自発的

に参加している，という共通した特性を有している．「組

織でない組織」，「入るのも，出るのも自由な組織」が一

体として行動するためには，成員の間に靭帯が必要とな

る．多くのボランタリー組織には，成員の間で価値観や

行動の目的を共有化する傾向が見られる1)．また，ボラ

ンタリー組織は，信頼を基盤にしている．ここでいう信

頼とは，知識や技能という個人の資源に対する信頼であ

り，他方では人柄や誠意という資源である．公共サービ

スの提供を，「責任遂行能力に限界があるボランタリー組

織に委ねていいのか」という懐疑的な見方もある．しか

し，公共サービスの提供にボランタリー組織を活用しよ

うとする背景には，もとより「多くのボランタリー組織

が泡のような存在である可能性がある」ことが暗黙の了

解となっている．むしろ，社会が大量の泡を必要として

いるといった方がいい．「ブクブク泡だってくれる」こと
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が，社会にとって必要なのである．

個人行動は，多くの関係主体の意思決定の相互作用を

通じて決定される．個人が他人の行動や社会の慣習や制

度と無関係に，個人の効用最大化によって自由に意思決

定できる領域は極めて小さいと考えることが妥当であろ

う．このような公的サービス市場では，需要と供給の関

係により，予定調和論的に市場均衡が実現されるとは思

えない．個人行動が他者の意思決定や多くの制度的補完

性の下で実現される場合，そこには極めて多くの (場合

によっては無限に多くの）均衡状態が存在する．複数均

衡の中で低位均衡に陥った場合，より高位の均衡に移動

するための政策が必要となる．このような均衡選択の問

題を，外部経済を内部化するような伝統的価格政策では

解決できない．つねに，既存の均衡状態を改善しようと

して「ブクブク泡だってくれる」ことが必要である．重

要なことは，このような泡の発生メカニズムを何らかの

方法で規律づけ，より望ましい均衡状態に移行すること

が可能であるかという点である．

本稿では，都市・交通政策においてボランタリー組織

に期待される役割と課題について，いくつかの試行的な

考え方を展開したい．もとより，ボランタリー組織が介

在するような行政・市民パートナーシップに関する研究

は緒についたばかりであり，体系的な議論を展開できる

状況ではない．以下では，２．において，都市・交通政

策において均衡選択政策が果たす役割の重要性を指摘す

る．３．では，都市・交通政策の発展系譜が，１）行政主

導的アプローチ，２)実験的アプローチ，３)起業的アプ

ローチに分類できることを指摘し，その中で均衡選択政

策として起業的アプローチ (entreprenuer approach)が

有効であることを指摘する．４．では，行政・市民パー

トナーシップを展開する上で課題となるアカウンタビリ

ティ，正統性，信頼の問題について考察する．５．では，

行政・市民パートナーシップを醸成する上で，地域住民

の学習過程が重要な課題となることを指摘する．代表的

な地域学習メカニズムとして，１）市民参加アプローチ，

２）ステークホルダーアプローチ，３）権原的アプロー

チがあることを指摘し，それぞれが有する利点を将来に

残された課題について考察する．

1



表-1 coordination game

プレーヤ２

プレーヤ１ 行動1 行動2

行動1 (1,1) (1,0)

行動2 (0,1) (2,2)

2. 戦略的補完性と複数均衡

(1) 戦略補完性

都市・地域空間における多くの社会・経済的活動や私

的活動は，複数の組織や企業，個人の意思決定の相互作

用により実現している．組織や個人の意思決定相互作用

の結果として，市場取引，契約，慣習，交通トリップが

実現している．個人の意思決定の相互作用により，社会・

経済的活動や私的活動が実現する場合，個人の意思決定

の結果が相手の意思決定に影響を及ぼし合うという戦略

的補完性が存在する．個人の意思決定行動の間に戦略的

補完性が存在する場合，個人行動の結果として実現する

均衡状態が１つであるという保証はない．むしろ，無数

の均衡状態が存在し，その中から，たまたま１つの均衡

状態が実現している可能性が極めて大きい．以下では，

このような戦略的補完性がもたらす問題について，交通

行動を例にとって説明してみよう．

小林は，都市・地域空間における多くの交通行動がミー

ティングの派生需要として生成されることを指摘してい

る．交渉・集金・打ち合わせという多くの業務トリップ，

友人や恋人との交際等はミーティング自体を目的として

いる．通院，通学，通勤，買物トリップを規定する多く

の制度的条件や慣習も人間のミーティングの積み重ねに

より形成されたものである．これらの交通行動の形成に

は，ミーティングに関する合意形成が前提となる．複数

の個人の間で，ミーティングの時間・場所を確定するた

めに，互いに行動を調整することが必要となる．このよ

うな行動の調整は，個人間だけに留まらない．同一の個

人においても，複数の交通行動の間で，互いに調整がな

される．例えば，家計は往路と復路の双方における交通

手段の利用可能性を考慮に入れて，トリップチェイン全

体の交通手段を選択する．このように家計の交通行動に

は，往路と復路のいずれかのトリップにおける手段選択

の結果が，いま一方のトリップの手段選択に制約条件と

して機能するという技術外部性（以下，手段補完性と呼

ぶ）が存在する3)．このような複数の行動の間に存在す

る相互作用を，表-1に示すような coordination game4)

で表現しよう．この coordination gameには，ペイオフ

が (1; 1)と (2; 2)となる２つのナッシュ均衡が存在する．

いずれの均衡が実現するかは歴史的経緯に依存する．も

ちろん，ペイオフ (2; 2)の方が効率的であるが，効率的

な均衡が実現するという保証はない．一度，ペイオフ

(1; 1)の均衡が実現した場合に，各プレーヤの独立した

行動で均衡解を変化させることは極めて困難となる．こ

のように，2人のプレーヤが行動を互いに調整すること

により，より効率的な均衡解が実現する場合，2人のプ

レーヤの戦略の間に戦略的補完性が存在するという．極

めて多くの交通現象に，このような戦略的補完性が介在

する．個人の交通行動に戦略的補完性が存在する場合，

結果として実現する均衡解は１つとは限らない．現実に

は，選好や行動様式の異なる主体が，不完全な情報や不

確かな憶測や期待の下で行動を繰り返している．その結

果として，極めて多くの (もしくは無限に多くの）均衡

状態が存在し，たまたま，その中の１つの均衡状態が実

現しているのみかも知れない．このような観点から，松

島，小林等は，フェイス・ツゥ・フェイスのコミュニケー

ション過程，公共交通市場における戦略的補完性につい

て分析し，極めて広い交通市場において複数均衡が存在

することを指摘している5)Ä 7)．

(2) 外部性と戦略的補完性

一般に，市場に外部経済が存在する場合，資源配分の

非効率性が発生し，政府による市場介入が必要となる．

外部性とは「市場機構に包摂される経済活動が，市場機

構の枠組みをはみ出す効果を他の経済主体に対して付随

的に及ぼしてしまう現象」を意味する．他の経済主体の

行動が，当該経済主体の技術条件や嗜好を変えることに

よって生じる外部性を技術外部性，当該経済主体の関係

する財・サービスの価格を変えることによって生じる外

部性を金銭的外部性と呼ぶ．一方，規模の経済性とは，

生産の平均費用が産出量の拡大につれて減少する場合に

生じる．

交通市場の失敗をもたらす要因として，１）道路混雑，

２）固定費用，３）手段補完性，４）市場厚の外部性等

に着目しよう．道路混雑は道路の利用技術に起因して生

じる技術的外部性である．道路利用者が増加すれば，走

行時間が増加するという外部不経済が発生する．一方，

公共交通利用者が増加すれば自動車交通量が減少し，道

路利用者全体の一般化費用の減少をもたらす．このよう

な外部不経済の存在は，道路利用者の厚生に影響を及ぼ

すものの，公共交通市場における戦略的補完性の原因と

はならない．交通企業の経営には固定費用が存在する．

交通サービスの可変費用が一定であれば，公共交通の利

用者の増加により利用者１人当たりが負担する固定費用

は減少する．このような固定費用が存在は，交通市場の

構造に多大な影響を及ぼすが，固定費用それ自体も戦略

的補完性の原因とはならない．

公共交通サービス市場では，時間軸上の限られた時点

でサービスが提供されるため，公共交通利用者に待ち時

間という取引費用が発生する．公共交通利用者が増加し
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表－１　公共交通市場の失敗をもたらす要因
要因 戦略的 タイプ 主体

補完性

道路混雑 無 技術的外部性 家計

固定費用 無 規模の経済性 交通企業

市場厚の外部性 有 金銭的外部性 家計

手段補完性 有 技術的外部性 家計

運行本数が増加すればサービスの取引費用（待ち時間）

が減少し，サービスの市場取引が効率化される．このよ

うに，公共交通利用客の増加と公共交通企業のダイヤ設

定行動の相互作用を通じて生じる金銭的外部経済性を市

場厚の外部性と呼ぶ．さらに，家計の交通行動には，往

路と復路のいずれかのトリップにおける手段選択に関す

る制約が，いま一方のトリップの手段選択に制約条件と

して機能するという手段補完性が存在する．往路と復路

のバス利用確率Pが独立であれば，往路・復路を通じた

バスの利用確率はP 2と表される．このようにバス利用

トリップには，一方のトリップにおけるバス選択確率の

増加（減少）が，いま一方のトリップにおける選択確率

の増加（減少）をもたらすという戦略的補完性4)が存在

する．市場厚の外部性，手段補完性はいずれも戦略的補

完性であり，ポジティブフィードバックの原因となる．

一般に，道路混雑のような外部経済性が存在する場合，

例えば交雑税のように外部性を内部化することにより，

（あるいは，直接的な，改善・誘導政策を通じて）資源

配分の効率性を改善できる．固定費用の存在による非効

率性も，補助金政策等の導入により，市場均衡の非効率

性は改善可能である．しかし，戦略的補完性によって生

じる非効率性は，交通市場が非効率的な均衡にとどまる

ことにより生じるものであり，伝統的な混雑税，補助金

政策のみにより解決することは不可能である．戦略的補

完性による非効率性を解決するためには，１）戦略的補

完性によるポジティブフィードバックのメカニズムを補

正する構造化政策，２）経済主体の行動を集団として補

正し，より効率的な均衡解に一気に移行する均衡選択政

策がある．前者の例として，カーシェアリング，レンタ

サイクル等の交通手段の共有化施策，片道定期券制度，

深夜バスの運行等，公共交通の市場を厚くする施策が該

当する．後者の例として，モビリティマネジメント8)が

該当しよう3)．

3. 都市・交通政策のイノベーション

(1) 都市・交通政策のタイプ

都市・交通政策の発展段階は，１）新しい外部経済性

の創出（ハードインフラの整備），２）外部不経済の内

部化（ソフトインフラの整備），３）非効率性の罠からの

脱却（起業的都市・交通政策）という系譜で整理できる．

このうち，社会基盤整備等のハードな施設の整備は，そ

れを利用する家計のモビリティの向上をもたらす．ハー

ド施設の整備は，利用者に新しい外部経済性をもたらす．

一方で，家計の自動車利用が原因となって発生する道路

混雑，環境問題等の外部不経済を抑制するために，家計

の交通需要をマネジメントするような政策手段が実施さ

れてきた．このようなソフトインフラの整備は，外部不

経済の内部化政策と考えることができる．さらに，交通

市場の非効率性が，前述したような戦略的補完性に起因

して発生する場合，非効率性の罠から抜け出すための政

策アプローチが必要となる．市場で実現している均衡状

態は経路依存的，かつ状況依存的であり，ある地域で成

功をもたらした政策が，別の地域では失敗する可能性が

ある．普遍的に利用可能な一般的な政策が存在するわけ

ではない．地域ごとに，問題解決のための新しい政策手

段の発見に努めるとともに，試行錯誤の中から地域に望

ましい解決手段を行政，企業, 市民が模索するという起

業的都市・交通政策が必要となる．

起業的政策は，その政策実行のガバナンスに着目す

れば，１）行政主導的アプローチ，２）社会実験的アプ

ローチ，３）起業的アプローチの３通りに分類できる．

行政主導的アプローチは，行政がリーダーシップを発揮

し，新しい政策の企画・立案とその導入を実行するアプ

ローチである．行政主導的アプローチでは，政策の効果

が理論的，経験的方法により予測可能であることが前提

となる．しかし，交通市場における調整の失敗は極めて

文脈依存的であり，行政が問題の個別的文脈を理解する

ことは容易ではない．むしろ，その地域に居住する住民

や利用者の方が，詳細な情報や問題解決のためのアイデ

アを有していることが少なくない．行政的アプローチは

情報収集能力や政策発案能力において限界がある．一方，

社会実験アプローチ，起業的アプローチでは，市民，交

通企業と行政が協働しながら，新しい交通政策を創意工

夫するとともに，実験的に新しい政策を導入し，その効

果を事後的に評価することにより，交通市場の均衡状態

を漸進的に改善することを目的としている．無限に多く

の均衡状態が存在する場合，政策の効果をあらかじめ予

測することが困難である．さらに，均衡選択を実施する

ためには，関係主体の行動を互いに調整することが必要

となる．社会的実験は，このような均衡状態の選択を，

公表された実験という形態で一気に実施することを目的

とする．そこでは，社会実験により，関係主体の学習効

果が期待されている．社会実験により，実現した均衡状

態において，交通主体の厚生がすべて改善されるのであ

れば，新しい均衡状態は長期的に持続可能である．社会

実験の実施においては，依然として，行政が主導的な役

割を果たすことが期待されており，地域住民や利用者の

文脈依存的なアイデアや創意工夫，自らの行動変容を誘
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導することには限界がある．

起業的アプローチでは，民間部門，市民組織等が，政

策の企画・立案や新しい政策のアイデアを発案し，行政

との協力関係の下で実験的，漸進的に交通市場を改善す

ることを目的とする．そこでは，行政，市民によるボラ

ンタリー組織，民間企業等のパートナーシップ (行政・

市民パートナーシップ）が期待されている．このような

パートナーシップ型の起業アプローチが有する効用とし

て，１）時間コストの低減，２）行政サービスの革新，

３）個別事例の重視（easy of tailoring programs），４）

潜在的なクライエントの検出等が期待されている15)．伝

統的な都市経営やボランタリー組織に関する文献にお

いては，行政・市民パートナーシップが必要とされる理

由として，１）時間コストの低減，２）行政サービスの

革新が指摘されている．行政が政策実施する場合，予算

措置や行政組織内の意思決定が必要となるため，常に迅

速なサービス提供が可能となるわけではない．政策が実

行されるまで時間を要する場合，受益者が負担する時間

資源の機会費用は多大となる．さらに，行政サービスの

提供を民間部門やボランティア組織に委託することによ

り，民間部門や組織に蓄積された経験や知識・技術を活

用できる可能性が指摘されている．しかし，筆者等は，

ボランティア組織が公共サービスの提供に参加する意義

は，「個別事例の重視」，「潜在的なクライエントの検出」

において，ボランティア組織が比較優位性を有している

可能性が大きい点を指摘したい．行政が公共サービスを

提供する場合，普遍主義 (impartiality)原理を考慮しな

ければならない．すなわち，行政がある特定の個人やコ

ミュニティに，特別のサービスを提供する理由を正当化

することは難しい．しかし，市民が必要とする公共サー

ビスの内容や質がコミュニティによって多様に異なる場

合，公共サービスの内容も住民のニーズによって多様に

差別化される必要がある．このような公共サービスの差

別化を，普遍主義原理の下で実行することは極めて困難

である．さらに，特定の個人（クライアント）が有して

いる特殊なニーズに関する情報は，クライアントの身近

にいる個人や組織の方がきめ細かい情報を有している可

能性がある．このように，公共サービスの提供において

は，極めて個別事例が重視されることが多いため，ボラ

ンティア組織の参加は個別的な文脈依存的な問題構造の

発見や，漸進的な問題解決の方法として有効である．さ

らに，ボランティア組織の参加により，ともすれば見逃

されてしまう交通弱者のニーズや，コミュニティー間の

利害対立の構図等を把握したり，そのための解決策を見

出す機会を提供する可能性がある．

このようにボランティア組織の参画は，「個別事例の

重視」，「潜在的なクライエントの検出」の側面におい

て，優れた特性を有している．一方で，ボランティア組

織によって提供される公共サービスが，普遍主義原理を

満足する保証はない．行政は，あくまでも普遍主義原理

に従って，市民に「公平に公共サービスが提供されてい

るか」，「効率的に公共サービスが提供されているか」に

ついて評価し，必要とあればボランティア組織の活動を

支援したり，不足する公共サービスを補完することが必

要となる．

(2) 構造化政策

都市では，家計，企業や行政の間で，きわめて多岐に

わたる相互依存関係が存在する．家計は，企業に対して

労働力を提供して所得を得る一方で，企業は家計の労働

力によって生産活動を行い，収益を獲得することができ

る．また，マーシャルの外部性で知られるように，企業

同士の間では，企業の知識のスピルオーバーの効果や生

産資本の共有によって，企業の生産性を向上させること

ができる．これらの性質は，すべて経済主体の活動の相

互依存関係から生じる効果である．相互依存関係をゲー

ム論的に捉えれば，プレイヤーの利得関数の特性や法

的な環境条件を与件としたゲームのルール，それぞれの

プレイヤーが有している情報により定義できる．都市に

おけるプレイヤーの戦略選択には，実際のゲームが行わ

れる環境条件に依存して，さまざまなバリエーションが

観察されうる．構造化政策では，対象としている問題を

ゲーム論的な視点から構造を特定化することから始める．

すなわち，観察される現象におけるプレイヤー，プレイ

ヤーの戦略，プレイヤーが有する情報，プレイヤーの利

得といったゲームを構成する要素を特定化し，なぜその

現象が生じるかを説明する理論仮説を提示する．さらに，

行政あるいはステークホルダーの合意によって，ゲーム

の構造を再設計し直すことで，プレイヤーの行動を変化

させ，全体としての効率性を向上させるのが構造化政策

である．

都市整備プロジェクトにおけるステークホルダーの

関係を規定する制度の一つが契約である．Cooter and

Ulenが指摘したように，契約の機能は，１）偶発的事態

に対する責任を取引当事者間で分配すること（リスク分

担機能）と，２）情報の交換を促進することである．リ

スク分担の問題は「リスクにより発生した損失をどちら

の契約当事者に帰属させるべきか」という問題である9)．

法経済学では，契約法におけるリスク分担を「もし，そ

のリスク事象が発生することを事前に予見できていた場

合，契約当事者がその費用をどのように分担すべきか」

を問う問題として定式化する10)．ここから，２つのリス

ク分担原則が導かれる．第１にリスクはリスクの大きさ

と確率をより正確に評価し，それを制御できる主体が負

担すべきである．一方の主体がリスクを軽減する能力を

持つ場合，その主体にリスクによる損害を帰属させるこ
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とにより，効率的なリスク回避努力がなされることが期

待できる．さらに，いずれの当事者もリスクを評価，制

御できない場合には，２）そのリスクをより容易に引き

受けることができる主体が負担すべきである11)．また，

リスクファイナンス手法により，リスクをヘッジするこ

とにより，プロジェクトの効率性を高めることも構造化

政策の一つである．また，保険等によって第三者へリス

クをヘッジすることにより，プロジェクトの効率性を高

めることができる可能性がある．さらに，プロジェクト

実施主体とプロジェクトに融資する投資家の間でも，投

資家の間での優先劣後関係も投資家間のリスク分担を規

定している．これらの優先劣後関係の設計も構造化政策

の一つである．

都市開発プロジェクトでは，企業の集積に伴う規模の

経済性が存在する．例えば，ある企業にとって，周囲に

多くの企業が存在することは，それだけ取引可能なオプ

ションを多く有するという意味で外部経済性がある．ま

た，企業同士で知識の交換を行い，生産性を高めるとい

う外部経済性が存在する．都市においてこのような外部

性が存在する場合，都市開発プロジェクトにおける潜在

的な民間企業の参入，立地行動は，戦略的補完性が存在

する調整ゲーム的な関係にある．都市において指摘した

正の外部性が存在する場合，企業は，一定程度の集積が

実現した後にその都市に参入しようと考えるであろう．

後発企業は，すでに参加している企業の集積から生じる

価値を享受することができる．言い換えれば，後発企業

は，既存立地企業が生み出している外部性を free-rideす

ることができる．このように，都市開発プロジェクトは，

都市の外部性に起因する戦略的補完性が存在する利得構

造を有する．さらに，時間を隔てて外部経済便益が発生

するという意味で，都市開発プロジェクトの問題は，動

的戦略的補完性（dynamic strategic complementarity）

によって特徴付けられる．

このような動的戦略的補完性が存在する中での構造化

政策の例として，固定資産税の増加分を開発投資の資金

返済に充てるTax Increment Finance（TIF）が挙げら

れる．また，地域の価値を向上させる民間事業主体は，

動学的な戦略的補完性が存在する環境で，効率的な制度

変化戦略（イノベーション戦略）を立案し，地域に存在

する外部性を内部化することで潜在的価値を引き出し，

事業収益を上げることができる．以上のような，動的戦

略的補完性に関する研究は，公共財の私的供給問題に関

連する研究12)Ä 14)と密接に関連がある．ところが，都市

における動学的な戦略的補完性に着目した具体的な構造

化政策への知見は未だにほとんど蓄積が進んでいないの

が実情である．一方で，構造的政策の導入にあたっては，

その政策の効果が十分に予見可能であることが前提とな

る．しかし，都市における問題は極めて複雑であり，問

題が生じる構造そのものが地域特殊的な前提に依拠して

いることも少なくない．したがって，理論仮説としての

現象の構造を適切に特定化できない場合には，構造化政

策は必ずしも有効に機能しない可能性がある．

(3) 均衡選択政策

均衡選択政策は，構造化政策とは異なり，対象とする

問題の構造そのものを変えず，複数存在する均衡の中で，

より効率的な均衡への移動を促進するための政策であ

る．すなわち，集団の中で共有化された信念そのものを

変更させる施策である．このような政策を実施するため

には，個々のステークホルダー全員が同時に，信念を更

新することができる集団学習が行われる仕掛けが必要で

ある．戦略的補完性が存在する環境の下で観察される均

衡状態における個々のステークホルダーの信念（他のス

テークホルダーがどういう信念を有しているかという予

想）は，経路依存的であり，地域における歴史的文脈を

無視することができない．

均衡選択政策は，従来のように公共主体が新たな制度

を導入してステークホルダーに働きかけるアプローチで

はない．むしろ，ステークホルダー自身が都市開発プロ

ジェクトの企画・計画段階に参画することによって，ス

テークホルダー間の中で学習し，新たな効率的な均衡を

模索するのが均衡選択政策である．ステークホルダー間

の協働により地域（公共）の価値を高める組織的枠組み

という意味で，市民参加やボランタリー組織といった新

たな公を育成することにより，ステークホルダーの学習

をが行われる．また，行政主体は，PPP（Public Private

Partnership）のように，市民参加やボランタリー組織

との協働によって，地域固有の環境条件について多くの

情報を獲得することができる．このような，行政，市民

の間の協働活動を通じて，ステークホルダーの集団的が

学習が行われる．その結果，戦略的補完性が存在する状

況で，あらたな潜在的な効率的均衡を見出すことに成功

する可能性がある．

例えば，社会実験は均衡選択政策の一つであると位

置づけられる．社会実験は行政がある政策の導入を意図

して実施するという点で，構造的政策としての要素も含

んでいる．しかし，社会実験を通じて市民は，政策実施

後の姿を学習し，新たな均衡の存在に気づく可能性があ

る．社会実験がステークホルダーの学習を促すという点

で，行政主導の均衡選択政策であると言える．また，地

域のリーダーがイニシアチブを取り，地域の人，物，資

金，知識をネットワーク化することで，地域のソーシャ

ルキャピタルを再整備し，地域の潜在的な価値を引き出

す起業的なアプローチも均衡選択政策である．ステーク

ホルダーの間で戦略的補完性が存在し，均衡が無数に存

在するような状況において，より効率性の高い均衡への
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絶え間ない漸進を実現するためには，ステークホルダー

が集団として同時に学習しつづけることが必要である．

このように，高度知識社会としての都市では，実験的・

起業的な都市・交通政策と一体となったソーシャルキャ

ピタルのイノベーションを醸成するための仕掛けが重要

な役割を果たす．

以上のように，市民参加やボランタリー組織といった

新たな公に期待される役割は必ずしも小さくない．しか

し，ボランタリー組織は企業と比較すれば，制度的な統

制が効きにくい組織である．したがって，行政とのパー

トナーシップが機能するためには，後述するように適切

な「委託者－受託者関係」が成立していることが前提で

ある．そのために，ボランタリー組織と公共主体との契

約及びリスク分担や，意思決定及び政策論議におけるア

カウンタビリティ等，ボランタリー組織が適切に機能す

るための制度的枠組みを整備することが重要である．

4. 行政・市民パートナーシップ

(1) ボランティア組織

ボランティア組織に関する定義は多様である．ボラン

ティア組織に関する文献は数多く蓄積されているが，ボ

ランティア組織に共有する特徴として8
>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

自由で，しかも強制されない参加

　 (free and uncoerced participation)

共有化された目標

　 (common or shared purpose)

目標達成のため必要な資源の共有

　 (common holdings)

単なる友人関係を超えた相互性

　 (mutuality)

公平や公正に裏打ちされた社会関係

　 (fairness or justice)

を挙げることができる．すなわち，ボランティア組織は，

基本的に「参加するのも自由，退出するのも自由」で

あるという原理の下に形成されている．しかし，ボラン

ティア組織が人的資源を動員するためには，組織の活動

ミッションが明確であり，組織に属するメンバーの間で

ミッションの達成に関する合意が実現していなければな

らない．組織は活動のために資源を保有するが，これら

の資源はメンバー全員の共有財産となっている．組織内

のガバナンスは契約関係で成立されているわけではない．

むしろ，メンバー関係の信頼関係に依存しており，メン

バー間における資源・役割配分においては効率性より

も，公平性，公正性が重視される場合が少なくない．し

たがって，ボランティア組織の行動は，組織形成の原理

となっている活動目標に規制されており，限定された目

標達成を目的とした行動原理を採用する場合が少なくな

い．ボランティア組織の行動原理が，メンバー間の信頼

関係や公平性，公正性に依存しているため，ボランティ

ア組織が効率的に運営される保証はない．ボランティア

組織が効率的，効果的に行動するか否かは，ボランティ

ア活動の指導者のリーダーシップの特性に依存する場合

が少なくない．リーダシップのあるべき条件として，田

尾は 8
>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>:

ミッションの唱導

瞬時の動因　（人徳の蓄え）

ほら吹き (レトリック）

矛盾の一手引き受け

ユニークネスの創造

ライバルつくり

リスクテーキング

を挙げている16)．

起業的アプローチにおいて，ボランタリー組織が重要

視される背景には，わが国の大都市圏において伝統的な

地縁的コミュニティが衰退してきたことがあげられる．

しかし，公共サービスのボランティアな提供主体は，必

ずしもコミュニティに依存する地縁的組織である必要は

ない．公的な支援に完全には依存せず，困ったときは互

いに助け合い，しかも公的な支援を活用できるような公

共サービスの生産体制のシステム化を図ることが必要で

ある．しかし，ボランタリー組織は，前述したように内

部的には「烏合の衆」であり，制度的な統制が利かない

という難点がある．また，ボランタリー組織が自己利益

的に行動し，行政に対して強力な利益集団となる危険性

がある．一方，行政は普遍主義原理に基礎を置かざるを

得ないため，常に行政とボランティア組織の間には対立

が発生する可能性がある．また，一部の発言者が世論を

誘導しようとするパワーポリティクスが発生する．

行政・市民パートナーシップによって，望ましい公

共サービスの生産が可能になるためには，市民と行政の

間だけでなく，行政（市民）とボランティア組織の間に

「健全な委託者－受託者関係」が成立しなければならな

い．行政は将来にわたり存続することを前提としており，

いわば行政は最終的な責任者として逃げ道のない立場に

ある．行政・市民パートナーシップを実践するうえで，

行政は最終責任者としてボランティア組織との間に「健

全な委託者－受託者関係」を維持する責務を持ってい

る．本稿では，行政・市民パートナーシップの推進にあ

たり，行政が果たすべき責務として，１）アカウンタビ

リティ，２）パートナーシップの正統性，３）プロフェ

ショナルな観点からの妥当性の確保の問題をとりあげる

こととする．

(2) アカウンタビリティ

伝統的なアカウンタビリティ概念は，委託－受託関係
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という２者関係を前提として発達してきた．現在，公的

アカウンタビリティ概念は，伝統的な２者関係の問題と

して捉えきれない内容を持つようになっている．そもそ

も，間接民主主義制度においては，立法機関は行政機関

を政治的に統制することにより，自らの政治的アカウン

タビリティを果たすべき立場にある．行政機関は立法機

関に対してアカウンタビリティを示す義務がある．しか

し，近年，行政が直接的に市民に対してアカウンタビリ

ティを示すことが求められている．さらに，行政による

委託により，ボランティア組織が公共サービスを提供す

るとき，ボランティア組織には行政に対してアカウンタ

ビリティを果たすことが求めらる．さらに，行政は，市

民に対して「ボランティア組織との間の委託ー受託関係

の実態と成果」に関してアカウンタビリティを果たすこ

とが求められる．

委託者と受託者という２者関係の間で成立するアカウ

ンタビリティを，「受託者（X）が委託された行為（Z）に

ついて委託者（Y）に説明可能である（X is accountable

for Z to Y）」というシステムとして定式化しよう17)．

アカウンタビリティ関係を理解するためには，まず，委

託－受託関係における「受託者（X）」，「委託者（Y）」，

および「委託された行為（Z）」を明確にすることが必

要である．さらに，アカウンタビリティが健全に機能

するためには，委託者が受託者の行為を統制できること

が必要である．Giddensは，構造を３つのタイプ，１）

意味の構造（structure of signiåcation），２）正統化

の構造（structure of legitimation），３）支配の構造

（structure of domination）に分類している18)．公的ア

カウンタビリティでは，委託者（Y），受託者（X）が単

独の主体ではなく，多様な関係者が委託－受託関係に関

与している．このように複雑な委託－受託関係における

アカウンタビリティの基本的な構造は，「委託－受託内容

に関して当事者の間でどのように合意が達成されている

のか（意味の構造）」，「受託者は自己の行為をどのよう

な基準で正統化するのか（正統化の構造）」，「委託－受

託関係がどのようなガバナンスで機能しているのか（支

配の構造）」という３つの基本的な部分構造を通じて把

握することができる．

第１に，意味の構造は，それぞれの関係主体が有す

る認識体系を表している．各主体間のコミュニケーショ

ン過程において送り手の伝達する情報は，送り手の認識

体系の下での予想に基づくものであり，認識体系の異な

る受け手が送り手の情報に対して異なる解釈をする可能

性がある．特に，公共サービスの提供に関して専門的知

識が必要とされる事項をめぐって市民と行政の間で議論

がなされる場合，専門的知識に精通していない市民が行

政とは異なる認識や問題意識を有している場合が少なく

ない．異なる認識体系を有する関係主体の間で円滑なコ

ミュニケーションを実現するためには，可能な限り認識

の共有化を図る努力が必要となろう．

第２に，正統化の構造は，委託者と受託者の間の権利・

義務の関係を規定する規範的な秩序を表している．受託

者が委託者の要求する業務を実施するためには，両主体

の間でどのような行為が妥当なものとして承認，要求さ

れているかに関する共通の認識，期待が前提となる．公

共サービスに関しては，極めて多様な利害関係者が存在

しており，各主体の間に錯綜した権利と義務の関係ネッ

トワークが存在している．公共サービスの提供に責任を

有する行政は，複雑な権利・義務の関係ネットワークに

おいて，「どのような公共サービスが社会的に望ましいの

か」ということに関する認識，期待を多様な利害関係者

と共有化することが要請される．この時，正統性の構造

は，行政が自己の行為の妥当性を主張する根拠となると

同時に，社会における正統性に対する認識，期待を再生

産する原動力となる．公共サービスの内容に関する政策

的・技術的判断においては，技術的妥当性に関する判断

から，政策的判断に至るものまで広範囲にわたる専門的

知識が不可欠であり，政策的・技術的判断の正統化を図

るためにこれらの判断の妥当性を評価するプロフェショ

ナルが果たす役割は極めて大きい．

第３に，支配の構造は，委託者と受託者の間の信頼関

係に基づくガバナンス構造を表している．一般に，ガバ

ナンスとは，「人間の社会的集団の統治に関わるシステム

を構成する諸社会的行為者の相互関係の構造と行為者間

の相互作用のプロセス」を意味する19)．公共サービス

の生産において，行政と一般市民，行政とボランティア

組織の間に適切なガバナンスが機能するかどうかは，行

政，ボランティア組織，一般市民の間に信頼関係が築か

れているかに大きく依存している．行政と一般市民の間

における信頼関係を議論する場合，一般市民は公共サー

ビスの内容やその成果に基づいてその良し悪しを判断す

る十分な手段を与えられていないことに留意すべきであ

る20)．市民は行政の決定やボランティア組織の行動に

対して，意見陳述やパブリックコメント等，限られたコ

ミュニケーションの場においてのみ意見を表明する機会

が与えられている．このような状況において，行政・市

民パートナーシップに基づく公共サービスの提供活動が，

パートナーシップに属さない一般市民からの信頼を獲得

するためには，パートナーシップに参画する行政，ボラ

ンティア組織による信頼性改善の努力が不可欠となる．

(3) ボランティア組織と正統性

公的アカウンタビリティは行政が市民の信頼を獲得

するための手段であり，行政による意思決定の正統性

（legitimacy）を高める機能を有し，行政と市民の間で

お互いに共有，合意しうる条件を引き出し，無用な紛争
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を防ぐ上で重要である．事業の失敗や破綻処理に関わる

費用の最終的な負担者は市民である．したがって，行政

は行政・市民パートナーシップの妥当性に関して，可能

な限り市民の賛同を獲得しておくことが要請される．

多様なボランティア組織が存在する中で，行政はすべ

てのボランティア組織との間でパートナーシップを締結

することは不可能である．ある特定のボランティア組織

との間で，排他的にパートナーシップ契約を締結するこ

ととなる．そこで，「どのようなボランティア組織のパー

トナーシップを妥当なものとして認めるのか」，「パート

ナーシップの成果は妥当であるか」という正統化の問題

が常に重要となる．Suchman は，正統性の概念を「あ

る主体およびその行為を，規範，価値，信念，定義等が

社会的に構造化されたシステムのなかで，望ましく妥当

であり，あるいは適切であるという一般化された認識」

と定義している21)．この定義は，行政の行為に対して

外部的な観衆の視点を包摂しており，ある主体の行為に

対して，観衆の中には，その行為に対して否定的な見解

を有するものも存在するが，集団全体として見れば，そ

の行為に対する承認や支持を与えている場合，その行為

は正統性を有していると考える．

Suchmanは，このような正統性を３つに分類している．

すなわち，１）実用的正統性 (pragmatic legitimacy)，

２）道徳的正統性 (moral legitimacy)，３）認識的正統

性 (cognitive legitimacy)である21)．第１の実用的正統

性は，ボランティア組織の行為の結果が，それに関連す

る人々の利益の増進につながるかどうかに基づく正統性

である．実用的正統性は，ボランティア組織の行為が，

その受益者に対して確かに利益をもたらしている場合や，

社会全体にとって利益が期待される場合に付与される．

ボランティア組織に対して，事前・事後評価を行い，ボ

ランティア組織の活動計画や成果が実用的正統性を満足

しているかどうかをモニタリングすることが必要となる．

第２の道徳的正統性は，ボランティア組織との委託ー受

託関係に基づくボランティア組織の行為が「道徳的に正

しいかどうか」という評価に基づくものである．道徳的

正統性における評価は，１）ボランティア組織の行為の

結果に対する評価，２）ボランティア組織との間のパー

トナーリングの手続きに対する評価，３）選択されたボ

ランティア組織の能力や信頼性に対する評価に分類され

る．ボランティア組織とのパートナーシップがもたらす

結果の評価とは，利益を被る主体だけでなく，不利益を

被る主体や環境に対して十分な配慮がなされ，可能な限

り負の影響が及ぶ範囲を縮減し，その影響を緩和するた

めの対策が十分かどうかに関する評価を意味する．ボラ

ンティア組織は特定のミッションの遂行を目的とする団

体であり，行為過程の中で必ずしもすべての市民の関心

や利害に対して配慮がなされる保証はない．しかし，行

政は，ある特定のボランティア組織とのパートナーシッ

プがもたらす成果に対して，普遍主義の立場から市民

が享受する利益や損失を把握し，必要であれば損失を被

る可能性のある個人やグループに対してミチゲーション

を行うことが必要である．パートナーシップの手続きに

対する評価とは，特定のボランティア組織とパートナー

シップを締結するに至る意思決定が，一連の公正なルー

ルに基づいて実施され（手続き的に妥当であり），その

過程の透明性が保証されることを意味する．ボランティ

ア組織に対する評価とは，行為の主体が受託者として適

切な誘因・報酬構造を有しているかという問題である．

たとえば，あるボランティア組織が利益相反する目的を

有する場合，適切な誘因・報酬構造を有しているとは言

い難い．観衆があるボランティア組織の行為が適切であ

るかどうかを判断することができるのは，当の組織が行

為を実施するために適切な能力とそれを実施するための

適切な誘因・報酬構造を有している場合である．第３の

認識的正統性は，ボランティア組織とのパートナーシッ

プが，社会的に必要性が認識されることに基づく正統

性である．このような正統性の基準として，理解可能性

（comprehensibility）と当然性（take-for-grantedness）

がある．理解可能性は，ボランティア組織の行為の内容

とそれがもたらす結果が分かりやすいかどうかを意味す

る．一方，当然性は，ある特定のボランティア組織との

パートナーシップがもたらす結果に対して，十分な議論

や検討がなされて，その内容が社会的に当然のこととし

て受け入れられることを意味する．

(4) ボランティア組織とプロフェショナル

ボランティア組織に属するメンバーは，必ずしも公共

サービス生産の専門家ではない場合がある．地域の生活

者や企業等の公共サービス利用者，その他納税者や各種

団体等，様々な利害関係や多様な価値観が存在する中で，

ボランティア組織による行為の正統性を担保する上で，

プロフェショナルによる助言，情報提供，監査が重要な

役割を果たす．しかし，プロフェショナルの間でも，科

学的・技術的判断を巡って意見が異なる場合も起こりう

る．また，プロフェショナルの科学的・技術的判断も，

またプロフェショナルが有する価値観とは無関係ではな

いことに留意すべきである．このため，ボランティア組

織とプロフェショナルの間に，対立的関係が発生する危

険性を否定できない．

プロフェショナルは，専門的知識に基づいて科学的・

技術的判断の妥当性を評価する．このような判断の根拠

となる妥当性の境界を妥当性境界と呼ぶ．しかし，ある

科学的・技術的判断における妥当性境界をめぐって，し

ばしば，ボランティア組織，プロフェショナル，一般市

民の間で意見の対立が生じることになる．さらに，プロ
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フェショナルと一般の利害関係者との間にはより大きな

妥当性境界の違いが存在する．このような意見の対立が

生じる理由として，科学的・技術的判断における厳密性

と適切性のジレンマが挙げられる．プロフェショナルは，

学会をはじめとするプロフェショナルの領域において，

厳しい競争に晒されている．そこでは，プロフェショナ

ルは精密なデータや確固たる証拠を判断の拠とし，科学

的・技術的判断における厳密性が要求される．

しかし，多くのボランティア組織や，一般の利害関係

者は技術的判断の厳密性よりも，組織のミッションの遂

行にとって有用であるか，技術的な判断が常識的な内容

であるかという技術的判断の適切性を問題とする．さら

に，多様な価値観や利害関心を有する関係者は，それぞ

れ多様な妥当性境界を有しており，プロフェショナルは

適切な妥当性境界を見出すために，異なる主体が主張す

る妥当性境界の間の調整を図ることも求められる．この

ような調整を達成するためには，個々のプロフェショナ

ルが多様な利害関係者や他分野のプロフェショナルとの

コミュニケーションを行うことで，まず自らの妥当性境

界を相対化する努力が必要である．その上で，新しい妥

当性境界を模索する手続きを経ることが必要となる．

プロフェショナルは，自分の有する専門的知識におけ

る妥当性境界の状況依存性を把握し，限定された条件・

変数の下で得られた知見であることを再認識することが

必要である．このような妥当性境界はしばしばプロフェ

ショナルが所属している学会等に内化しているため，プ

ロフェショナル自身が無意識に受け入れている可能性が

ある．特に，地域で生活する利用者は社会的決定を下す

上での貴重な判断材料となる経験的知見や，地域の実情

に即したローカルな知識（現場知）を有している．プロ

フェショナルの有する妥当性境界が限定的な条件の下で

得られた知見に基づいて形成されたものである場合，そ

れが現場の条件に適合した妥当性基準と一致するとは限

らない．プロフェショナルは自分の有する妥当性境界を

省察するとともに，現場の声に「理を与える」ことが求

められるのである．

行政・市民パートナーシップに関わる認識的正統性は，

パートナーシップの成果がより多くの主体に受け入れら

れることによって確保される．認識的正統性は理解可能

性と当然性に基づくものであるが，ある行為が当然と見

なされることは，逆に，行政とボランティア組織のパー

トナーシップの行為が，社会の中で内化・硬直化する原

因となる．このような認識的正統性に内在する問題を解

決する上で，以下の２つの条件が必要となる．第１に，

ボランティア組織の責任境界（すなわち，ボランティア

組織の判断に関する妥当性境界）を明確にすることが重

要である．このようにボランティア組織の判断が，どの

ような妥当性境界に基づくものかが明確にされなければ

ならない．第２に，行政は，ボランティア組織による判

断が，どのようなステークホルダーの意見を反映したの

か，どのようなプロフェショナルによる技術的支援を得

たのかを把握するとともに，その内容を一般市民に公開

しなければならない．

5. 地域学習過程

(1) 地域学習アプローチ

都市・交通問題に関わる調整の失敗が，極めて地域限

定的な個別的な文脈の中で発生する場合，問題解決のた

めに利用可能な普遍的な処方箋が存在するわけではない．

行政，民間企業，市民が，互いに協力しながら実態の解

明とその解決の方向に向けて努力を重ねていくことが必

要となる．そのためには，地域に居住するさまざまなス

テークホルダー達が，互いに都市・交通問題の解決に向

かって学習していくメカニズムを確立することが必要と

なる．このような地域学習のガバナンスを確立するため

のアプローチとして，１）市民参加アプローチ，２）ス

テークホルダーアプローチ，３）権源的 (entitlement)

アプローチが考えられる．このうち，市民参加アプロー

チは，例えば社会実験のように，行政が地域学習の機会

を提供し，そこに市民が参加することにより，市民に学

習する機会を与える方法である．ステークホルダーアプ

ローチは，ステークホルダーの教育を通じて，ステーク

ホルダーの行動を誘導しようとするアプローチである．

今日，多くの地域や組織でモビリティマネジメントの試

みが実施されてるが，その多くはステークホルダーアプ

ローチと位置づけることができよう．しかし，これら２

つのアプローチにおいて，地域住民の学習過程が受動的

であるという限界がある．

権源的アプローチは，地域住民に公的サービスの生

産や政策立案に対して関与できる機会を与える方策で

ある．地域住民の能動的な学習過程を実現するために

は，ボランタリー組織や地域住民に対して公共サービ

スの企画立案や生産のために必要な（一部の）資源と意

思決定における裁量を賦与することが必要となる．それ

と同時に，ボランタリー組織や関連する地域住民に，行

動内容やその成果に関して報告義務（アカウンタビリ

ティ）を求めることが必要となる．このような権源的ア

プローチの１つとして，Sundeen等が主張する協働生産

（coproduction）22)があげられる．協働生産の形態とし

ては，１）サービス生産への共同参加（joint creation），

２）政策の決定過程への参加（coprovision），３）サー

ビス資源の提供（coånancing）という３つの段階が存在

する．このうち，協働生産が，共同参加，政策決定への

参加という形態をとる場合，市民の参加は受動的なレベ

ルにとどまる．一方，サービス資源の提供という形態を
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採用する場合，市民も協働するにあたり，自分が保有す

る資源や財産の一部を提供することが求められる．当然

のことながら，参加する市民のステークホルダーとして

の意識は格段に増加することになる．しかし，いずれの

場合においても，このような協働生産を実施するために

は，まずもって市民がこのようなボランタリー組織への

参加が大前提である．Brudney23)は，このような協働生

産が成立するための条件として，8
>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>:

1) 市民の参加が前提

2) あくまでも建設的な参加

3) 協働であり，応諾や習慣ではない

4) 受身ではなく積極的な参加

5) 集合的な関係があり，それを制度に取り

込む．

6) 特定の個人や団体との関係ではない

が成立する必要があると指摘している．そのためには，

１）制度的なフレーム，２）既存のソーシャルキャピタ

ルの活用，３）地域学習の成果を評価する第３者機関，

４）地域学習におけるビジョンの共有化，５）危機感の

共有化，６）ビジョン重視のリーダシップが不可欠であ

る24)．行政と市民の間に，相互に依存しながら，市民が

自立を得るという関係を確立することが望ましい．この

ような相互依存は，互いに活動のための資源を持ち合う

という健全な「委託者－受託者関係」を確立することに

よって成立する．今後，このような「委託者－受託者関

係」におけるガバナンスに関する研究を進展させること

が必要である．

(2) 行政・市民間の信頼関係

行政・市民パートナーシップを推進するためには，行

政，ボランティア組織，一般市民の間に信頼関係が樹立

されることが必要である．全国各地で，行政に対する信

頼の確保に向けたさまざまな取り組みが試みられている．

しかし，このような取り組みが進展する一方で，信頼の

形成メカニズムや信頼の社会的な機能等，信頼概念に関

する基礎的な知見が十分に蓄積されているとは言い難い．

信頼が行政・市民パートナーシップを支える基本的原理

である以上，信頼に関する基本的な理解に基づいて適切

な方策を実施することが必要である．

信頼の概念に対して多様な定義がなされている．広義

には「自分が抱いている諸々の（他者あるいは社会への）

期待をあてにすること」を表すと解釈できる25)．このよ

うな信頼概念は，基本的に信頼する側と信頼される側の

２者間の関係として捉えることが可能である．そこで，

前者を信頼者，後者を被信頼者と呼ぶことにする．両者

の信頼関係は信頼と信頼性という２つの特性に基づいて

形成される．信頼性（trustworthy）とは，相手が信頼

に足る行動をとるか否かを表す被信頼者の特性である．

一方，信頼（trust）は相手の信頼性に対する評価を表

しており，信頼者の特性である27)．信頼者と被信頼者

との間の信頼形成は，単に被信頼者が信頼性を有してい

るだけでは実現しない．信頼者が信頼性を理解できなけ

れば，両者の間で信頼関係を形成することは難しい．被

信頼者が信頼者の自分に対する信頼を理解した上で，信

頼に足る行動を選択するとともに，信頼者が被信頼者の

信頼性を理解することによって，被信頼者を信頼すると

いう両者の期待と行動との間で整合性が満たされる状況

（self-fulålling expectation）の下で，信頼者－被信頼者

間の信頼関係が形成される28);29)．

信頼形成の第１段階は，信頼の契機が創発することで

ある．しかしながら，仮に信頼者と被信頼者の間で信頼

の契機が実現したとしても，必ずしも，信頼者と被信頼

者との間で信頼関係が形成されるとは限らない．すなわ

ち，一方の主体が信頼及び信頼性を示したとしても，そ

の行為に応じて，他方が信頼及び信頼性を示さない限り，

両者の間で信頼関係が確立されない．一方の主体による

信頼及び信頼性が他方の信頼及び信頼性を導くきっかけ

とならなければならない．このような相互依存関係は，

信頼者と被信頼者との間で「期待の相補性」が成立する

場合に実現する25)．期待の相補性とは，「２人の行為者

のそれぞれの行為が，相手の抱く期待に対して志向して

いる」状況を表している26)．信頼者と被信頼者間の期

待の相補性は，上記の信頼形成の帰納的なプロセスが機

能するための不可欠な前提であり，信頼を得るための重

要な原則である．期待の相補性原則が成立する場合，信

頼者と被信頼者はそれぞれ相手の行為を予想した上で，

自分の行為を決定する．しかし，期待の相補性は，相手

の行為に関する予想だけでは終了せず，さらに，自分の

行為に関する相手の予想に関する自分の予想という新た

な次元の推論過程を伴うものである．この結果，期待の

相補性が存在する場合，両者の推論過程はより高次元の

推論へと無限に後退し，信頼者と被信頼者は自分の予想

に対する相手の予想を内包した反省的な推論を行う．こ

のような反省的な推論がなされる場合，信頼者による信

頼するという行為，あるいは被信頼者による信頼性を担

うという行為そのものによって，その行為を再帰的に根

拠付けることが可能となる．したがって，信頼者と被信

頼者の信頼関係は，期待の相補性に基づく反省的な推論

過程を経て再帰的に形成される．言い換えれば，期待の

相補性原則は，信頼者にとっては

「自分の信頼によって，被信頼者の信頼性を動機付ける

ことが出来る時のみ，相手を信頼する」

という行動ルールを，被信頼者にとっては，

「自分の信頼性によって，信頼者の信頼を動機付けるこ

とが出来る時のみ，相手に対して信頼性を示す」

という行動ルールを与えるものである．羽鳥らは，行政
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と市民が異なる言語・認識体系を持つ場合を想定し，主

観的ゲームを用いて両者の間に信頼関係が形成されるメ

カニズムを分析している．その結果，両者が異なる認識・

言語体系を有する場合，信頼関係を築くのが極めて困難

であることを理論的に示している．その上で，信頼関係

を築くためには，地域住民による専門的な技術や知識の

学習が極めて重要となることを指摘している30)Ä 32)．

現在社会においては，「個人は見知らぬ他人のことを

どのように信頼するか」が重要な課題である．このよう

な観点から，戦略的信頼（strategic trust）と道徳的信

頼（moral trust）を区別することが有用である33)．す

なわち，前者は被信頼者の信頼性に関する予測に基づい

て形成される信頼を表しており，後者はそのような予測

が不完全な状況の下でさえも，相手を信頼するべきであ

るという信頼者の道徳的ルールを表している．信頼者が

被信頼者のことを正確に知らないような状況の下で，相

手を信頼するためには，道徳的信頼が不可欠となる．期

待の相補性原則は，公共サービスに関わる行政と市民間

の信頼形成においても重要な意味を有する．行政がどれ

ほど市民に対して信頼性を示したとしても，市民にとっ

ては，その期待に違反する可能性が潜在的に常に存在す

る．結局のところ，市民は，自分が行政を信頼するから

こそ，行政は市民の信頼に応えて信頼性を示すという反

省的な推論をあてにせざるを得ない．言い換えれば，市

民は自分の行政に対する信頼そのものを信頼する必要が

ある．そして，このような信頼の再帰的な生産は，市民

と行政間の期待の相補性が成立するときに可能となる．

行政と市民間の期待の相補性原則は，公共サービスが市

民生活に密接に関わるものであり，行政と市民がお互い

に相手の存在とは無縁に存在することが出来ないことを

含意する．しかし，前述したように，行政と市民が同一

の言語・認識体系を持っているとは限らない．行政と市

民の間で言語や認識が共有化されていない場合，両者の

間で期待の相補性が成立しない可能性がある．この場合，

いかにして両者の間で認識や言語の共有化を図ることが

出来るか否かが重要な課題である．

6. おわりに

多くの都市・交通問題が，戦略的補完性による非効率

性に起因している場合が少なくない．このような戦略的

補完性による非効率性を克服するためには，さまざまな

主体が新しい試みを果敢に挑戦することが重要である．

本稿では，このような新しい試みを関係する主体に動機

づけるような都市・交通政策を起業的アプローチと位置

づけるとともに，その担い手としてボランティア組織の

重要性を指摘した．ボランティア組織には，まさに個別

性重視，戦略的ミッションの適用という，普遍主義的原

理に基づく行政活動がなじまない領域における相違工夫

が期待されている．しかし，ボランティア組織の行動原

理が非包括的なミッションに基づく限り，行政とボラン

ティア組織の間には常に緊張関係が介在する．行政・市

民パートナーシップを展開するにあたり，行政とボラン

ティア組織の間の「委託者－受託者関係」において，ア

カウンタビリティ，パートナーシップの正統性，プロ

フェショナリティの問題が介在することを指摘した．さ

らに，行政・市民パートナーシップの展開においては，

地域住民が対象とする問題に対する関心を深め，問題解

決のための知識や技術を身に着けることが必要となる．

そのためには地域住民による学習過程を組織化するが，

このような地域学習の展開のためには行政・市民の間の

信頼関係の樹立が不可欠となる．現在，わが国で多くの

市民参加型計画プロセスが展開されている．このような

市民参加型計画プロセスのアカウンタビリティを向上す

るためには，対象とする事業が有する１）実用的正統性，

２）道徳的正統性，３）認識的正統性に対する判断が問

われる．とりわけ，行政・市民パートナーシップにおい

て，行政に最終的に求められるのは，認識的正統性に関

する判断である．行政と利害関係者の間で，対象とする

事業がもたらす効果・影響について十分に議論し，異な

る価値観や利害関係に関する相互理解を深め，意味の構

造に関する共有化を図ることが必要となる．認識的正統

性の前提である理解可能性，当然性の条件を確保するた

めには，この種の相互理解や意味の共有化が必要であろ

う．このために以下の研究課題が残されている．まず，

行政・市民パートナーシップを進めるにあたり，プロ

ジェクトに関わる (参画する）各種主体の認識体系の差

異について，ほとんど研究が蓄積されていないことが挙

げられる．特に，関連主体が同じ言葉を用いても，その

言葉に対して異なった概念や認識を付与している可能性

がある．対象とするプロジェクトが有する意味の構造を

総体として理解することが，行政・市民パートナーシッ

プにおける認識的正統性を確保するための前提となる．

このためには，非専門家が有する認識体系・言語体系に

関する研究が必要である．それと付随して，アンケート，

インタビュー等のコミュニケーション技術の高度化に関

する研究が不可欠である．現在，市民参加型の計画策定

プロセスが数多く実践されてきており，多くの経験的知

見が蓄積されている．しかし，アカウンタビリティに関

する理論仮説や分析のための作業仮説がないまま多くの

経験的情報が蓄積されている場合も少なくない．今後，

市民参加型計画策定プロセスに関する理論仮説を踏まえ

た実証分析の蓄積が不可欠であることは論をまたないだ

ろう．
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